
 
 

 

1 

 

第１章 計画策定の概要 
１ 趣旨 

本市では、平成 30 年３月に「仙台市障害者保健福祉計画（計画期間：平成 30 年度～

令和５年度）」及び「仙台市障害福祉計画（第５期）（計画期間：平成 30 年度～令和２

年度）」、「仙台市障害児福祉計画（第１期）（計画期間：平成 30 年度～令和２年度）」を

策定し、障害者保健福祉施策の充実に努めてきました。令和２年 12 月には障害者保健

福祉計画の中間評価を行うとともに、令和３年３月に「仙台市障害福祉計画（第６期）

（計画期間：令和３～５年度）」、「仙台市障害児福祉計画（第２期）（計画期間：令和３

～５年度）」を策定し、更なる施策を展開してきました。 

今般、各計画の計画期間が終了することから、これまでの計画の進捗や社会情勢の変

化、国の制度改正の動きなどを踏まえて、新たに本計画を策定します。 

 

２ 位置づけ 

（１）法令根拠 

 障害者保健福祉計画は、障害者基本法第 11 条第３項に定める「市町村における

障害者のための施策に関する基本的な計画（市町村障害者計画）」であり、本市の

障害者施策全体の方向性を定めるものです。また、障害者情報アクセシビリティ＊・

コミュニケーション施策推進法1第９条第１項の規定に基づき、市町村障害者計画

の策定や変更にあたっては、同法の規定の趣旨を踏まえることとされています。 

障害福祉計画（第７期）は、障害者総合支援法2第 88 条第１項に定める「障害福

祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業＊の提供体制の確保に関する計画（市

町村障害福祉計画）」であり、サービス等の見込量を定めるものです。 

障害児福祉計画（第３期）は、児童福祉法第 33 条の 20 第１項に基づき、「障害

児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に関する計画（市町村障害児福

祉計画）」であり、サービス等の見込量を定めるものです。本市では、障害のある

方々に対し、乳幼児期から高齢期に至るまで、生涯にわたり切れ目のない総合的な

支援の提供を目指す観点から、これら３つの計画を一体のものとして策定します。 

 
 1 「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」 

 2 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」 
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音声コード４ 

かっこ 2仙台しの各計画等との関係 
 本計画は、「仙台し基本計画 2021 から 2030」に掲げる「多様性が社会を動かす共生のまち」
の実現に向け、障害のあるかたに関するせ策を総合的に推進する計画として策定します。ま
た、「せんだい支えあいのまち推進プラン」と関連する「仙台し高齢しゃ保健福祉計画・介護保
険事業計画」、「仙台しすこやか子育てプラン」等の計画や、「仙台し特別支援教育推進プラン」
及び「（仙台し文化芸術推進基本計画」と緊密に連携し、せ策を推進します。 
 
◆ 図：計画の位置づけ（仙台し基本計画における本計画の位置づけを表記） 
関連する計画は次のとおり 
・せんだい支えあいのまち推進プラン 
・すこやか子育てプラン 
・高齢しゃ保健福祉計画・介護保険事業計画 
・その他の関連する計画 
連携する計画は次のとおり 
・特別支援教育推進プラン 
・文化芸術推進基本計画 
 
図の説明ここまで 
 
 
３ 対象 
本計画の対象は、障害のあるかたを含むすべての市民、事業しゃとします。 
本計画の「障害のあるかた」わ、障害しゃ基本法などに準じて、「しんたい障害、知的障害、精
神障害（発達障害、高次脳機能障害（こめじるし）を含む）、難病（こめじるし）そのたの心身
の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活
に相当な制限を受ける状態にあるもの」とします。 
 
４ 計画期間 
 障害しゃ保健福祉計画は、令和６年度から令和 11 年度までの６年間を計画期間として、第 7
期障害福祉計画及び第 3 期障害じ福祉計画は、令和６年度から令和８年度までの３年間を計画
期間とします。 
また、令和８年度に障害しゃ保健福祉計画の中間評価をおこなうとともに、次期の障害福祉計
画及び障害じ福祉計画を策定します。 
◆ 図：計画期間の全体像 
計画ごとの期間を読み上げる。   
 障害しゃ保健福祉計画 令和 6 年度から令和 11 年度（令和 8 年度に中間評価をおこなう） 
第 7 期 障害福祉計画 令和 6 年度から令和 8 年度 
次期障害福祉計画 令和 9年度から令和 11 年度 
第 3 期 障害じ福祉計画 令和 6 年度から令和 8年度 
次期計画 障害じ福祉計画 令和 9年度から令和 11 年度 
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◆ 図：各計画と法律の対応 

 

（２）本市の各計画等との関係 

 本計画は、「仙台市基本計画 2021-2030」に掲げる「多様性が社会を動かす共生

のまち」の実現に向け、障害のある方に関する施策を総合的に推進する計画として

策定します。また、「せんだい支えあいのまち推進プラン」と関連する「仙台市高

齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」、「仙台市すこやか子育てプラン」等の計画

や、「仙台市特別支援教育推進プラン」及び「仙台市文化芸術推進基本計画」と緊

密に連携し、施策を推進します。 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

◆ 図：計画の位置づけ 
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ご、SDG ずとの関係 

 SDG ず（サステイナブル・デベロップメント・ゴールズ）とは、平成 27 年、かっこ

2015 年に国際連合総会で採択された、持続可能でより良い世界を目指すための令和 12 年

かっこ 2030 年までの国際目標です。17 のゴールと 169 のターゲットから構成され、誰一

人取り残さないことを理念に、環境、経済、社会等をめぐる課題に世界全体で取り組むも

のとされています。 

本計画では、「仙台し SDG ず（持続可能な開発目標）推進方針」に基づき、計画に関連す

る主な目標を次のとおり定めます。 

◆ 図：計画に関連する SDG ず目標 

目標 1.貧困をなくそう 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困をおわらせる 

目標 3.すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

目標 4.質の高い教育をみんなに 

すべての人々えの包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する 

目標 5.ジェンダー平等を実現しよう 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及びじょじの能力強化をおこなう 

目標 8.働きがいも経済成長も 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのあ

る人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する 

 

目標 10.人や国の不平等をなくそう 

各国内及び各国かんの不平等を是正する 

目標 11.住み続けられるまちづくりを 

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する 

目標 12.つくる責任つかう責任 

持続可能な生産消費形態を確保する 

目標 16.平和と公正をすべての人に 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法えのアクセス

を提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

目標 17.パートナーシップで目標を達成しよう 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する 
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３ 対象 

本計画の対象は、障害のある方を含むすべての市民、事業者とします。 

本計画の「障害のある方」は、障害者基本法などに準じて、「身体障害、知的障害、

精神障害（発達障害、高次脳機能障害＊を含む）、難病＊その他の心身の機能の障害があ

る者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制

限を受ける状態にあるもの」とします。 

 

４ 計画期間 

 障害者保健福祉計画は、令和６年度から令和 11 年度までの６年間を計画期間として、

障害福祉計画（第７期）及び障害児福祉計画（第３期）は、令和６年度から令和８年度

までの３年間を計画期間とします。 

また、令和８年度に障害者保健福祉計画の中間評価を行うとともに、次期の障害福祉

計画及び障害児福祉計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 図：計画期間の全体像 

  

 障害者保健福祉計画 

障害福祉計画（第７期） 

障害児福祉計画（第３期） 
（次期計画） 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

中間評価 
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第２章 障害のあるかたを取り巻く現状 

１ 社会の動き 

かっこ 1 法律の変遷 

 かつて日本における障害しゃせ策は、「しんたい障害しゃ福祉法（昭和 24 年）」、「精神

薄弱しゃ福祉法（昭和 35 年）」、「精神衛生法（昭和 25 年）」のように、しんたい障害・知

的障害・精神障害の３障害に関する法制度が別々に整備されてきたことから、一元的で総

合的なせ策を提供することができないという課題を抱えていました。そして、国際障害し

ゃ年（こめじるし）（昭和 56 年）や国連・障害しゃの十年（こめじるし）（昭和 58 年から

平成４年）、障害しゃ団体の活動などを背景として、「障害しゃ基本法（平成 5 年）」が定

められ精神障害のあるかたも障害福祉サービスの対象となりました。 

 そのご、平成 15 年に行政がサービスの内容を決める措置制度から、障害のあるかたが

自分の意思でサービスを選択する支援費制度へと移行しました。そして、「障害しゃ自立

支援法（平成 18 年せこう）」において３障害の一元化がおこなわれ、施設や事業の再編を

へて、一体的な障害福祉サービスの提供へと制度が変化してきました。現在、障害しゃ自

立支援法は「障害しゃ総合支援法（平成 26 年せこう）」に移行し、難病（こめじるし）の

かたも対象に含むなど対象しゃを拡大した後も、障害のあるかた等の希望する生活を実現

するために改正を重ね、更なる支援の拡充を図っています。 

 

かっこ 2 障害しゃ権利条約の批准 

 近年の法律の変遷の背景にわ、「障害しゃの権利に関する条約（障害しゃ権利条約）」の

存在があります。本条約は、「障害しゃの人権及び基本的自由の享有を確保し、障害しゃ

の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害しゃの権利の実現のための措置等

について定める」ものであり、平成 18 年に国際連合総会において採択されました。 

日本は、平成 19 年に本条約に署名してから平成 26 年の批准に至るまで、同条約の批准に

向けた国内法の整備を進めてきました。 
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５ ＳＤＧｓとの関係 

 ＳＤＧｓ（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ）とは、平成 27（2015）年に国際連合

総会で採択された、持続可能でより良い世界を目指すための令和 12（2030）年までの国

際目標です。17 のゴールと 169 のターゲットから構成され、誰一人取り残さないこと

を理念に、環境、経済、社会等をめぐる課題に世界全体で取り組むものとされています。 

本計画では、「仙台市 SDGs（持続可能な開発目標）推進方針」に基づき、計画に関

連する主な目標を以下のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 図：計画に関連する SDGs 目標 

 

すべての人々への包摂的かつ公正な

質の高い教育を提供し、生涯学習の

機会を促進する 

各国内及び各国間の不平等を是正

する 

あらゆる年齢のすべての人々の健康

的な生活を確保し、福祉を促進する 

包摂的かつ持続可能な経済成長及び

すべての人々の完全かつ生産的な雇

用と働きがいのある人間らしい雇用

（ディーセント・ワーク）を促進する 

包摂的で安全かつ強靭（レジリエン

ト）で持続可能な都市及び人間居住

を実現する 

持続可能な開発のための平和で包摂

的な社会を促進し、すべての人々に

司法へのアクセスを提供し、あらゆ

るレベルにおいて効果的で説明責任

のある包摂的な制度を構築する 

持続可能な開発のための実施手段を

強化し、グローバル・パートナーシッ

プを活性化する 

ジェンダー平等を達成し、すべての

女性及び女児の能力強化を行う 

持続可能な生産消費形態を確保する 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困

を終わらせる 
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◆ 図：計画に関連する SDGs 目標 
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◆ 図：計画に関連する SDGs 目標 
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プを活性化する 

ジェンダー平等を達成し、すべての

女性及び女児の能力強化を行う 

持続可能な生産消費形態を確保する 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困

を終わらせる 
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音声コード７ 

障害しゃの定義が見直されるとともに、差別（こめじるし）の禁止などが盛り込まれた

「改正障害しゃ基本法（平成 23 年せこう）」、誰もが障害のあるかたに対し虐待をしてわ

ならないことなどを定めた「障害しゃ虐待防止法（「障害しゃ虐待の防止、障害しゃの養

護しゃに対する支援等に関する法律」）（平成 24 年せこう）」、障害しゃ就労施設等からの

物品等の調達について国や地方公共団体の責務を定めた「障害しゃ優先調達推進法（「国

等による障害しゃ就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」）（平成 25 年せ

こう）」、障害しゃの法定雇用率を引き上げるとともに雇用分野における差別（こめじる

し）を禁止し、精神障害も対象に加えた「改正障害しゃ雇用促進法（「障害しゃの雇用の

促進等に関する法律の一部を改正する法律」）（平成 25 年・平成 28 年・平成 30 年せこ

う）」など、障害のあるかたの権利を保障する様々な法制度が整えられてきました。 

近年整備された法律のなかでも、特に「障害しゃ差別解消法（「障害を理由とする差別の

解消の推進に関する法律」）（平成 28 年せこう）」わ、障害しゃ基本法の基本原則「差別の

禁止（こめじるし）」を具体化する法律として、行政機関や事業しゃに対し、障害のある

かたえの「不当な差別的取扱い（こめじるし）」を禁じ、「合理的配慮（こめじるし）の提

供」を求めるなど、同法のせこうにより、障害のあるかたの権利擁護の取り組みが一層強

化されることが期待されています。 

また、令和４年の国際連合の障害しゃ権利委員会に対する、障害しゃ権利条約の第１回日

本政府報告においては、「障害のあるかたの権利促進のための立法措置」等について高く

評価された一方、「あらゆる活動分野において、全ての障害のあるかたえの合理的配慮

（こめじるし）の提供を確保するための措置を講じる事」等の懸念及び勧告も示されてお

り、今後更なる取り組みが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


